
鶴川駅周辺再整備事業

「鶴川駅周辺再整備事業」と
は、町田市が2016年に策定し
た「鶴川駅周辺再整備基本方
針」に基づき、地域一帯の生活
を支え、人々が出会い、活動が
生まれる”次世代へつなぐ拠点づ
くり”を進めるまちづくりです。

このまちづくりは、線路南
側の新しくなるまちと、線路
北側の再編するまちを、自由
通路と橋上化する駅舎でつな
ぎ、ひとつのまちにするもの
です。

①鶴川駅周辺まちづくり

②南口まちづくり

土地区画整理事業により、南
口広場を中心に商業エリアを設
けて、にぎわいのある駅前づく
りを進めるとともに、道路など
を整備し、地区の防災性を高め
ます。

岡上駐在所交差点から南口
へアクセスする道路を整備し
ます。
鶴見川を渡る川井田人道橋

を架けかえたり、道路の一部
を広げ、バスをはじめとする
車が南口広場へ入れるように
なることで、芝溝街道等の渋
滞緩和を目指します。

③歩行者動線

いつでも線路を渡れる自由通
路を新たに整備します。
駅舎の改良は、自由通路と一

体的に橋上化し、改札をひとつ
にまとめ、駅舎を中心に人が行
き交い、出逢うまちを目指しま
す。

新しく生まれかわる南側
と、再編する北側の街をつ
なぐだけでなく、現在の商
店街や和光大学ポプリホー
ル鶴川へ至る人々の流れを
大切にまちづくりを進めま
す。

➃スケジュール（予定）

町田市 都市づくり部 地区街づくり課 鶴川駅周辺整備係
TEL ： 042-724-4214 FAX：050-3161-6013
MAIL： toshi070_03@city.machida.tokyo.jp

お問合せ先

※あくまで現時点でのイメージであり
今後変更の可能性があります。

※あくまで現時点でのイメージであり
今後変更の可能性があります。

※あくまで現時点でのイメージであり
今後変更の可能性があります。

※イメージ図、工事スケジュールについては、変更となる可能性があります。
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再整備事業の動画配信中‼ 是非ご覧ください‼

詳しくはこちらへアクセス

末

末

末
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鶴川駅北口広場整備工事・鶴川１号踏切拡幅改良工事
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町田市 道路部 道路整備課 工事係
TEL：042-724-1128 FAX：050-3161-5163 MAIL：douro020_02@city.machida.tokyo.jp

お問合せ先
※完成イメージ図、工事スケジュールについては、変更となる可能性があります。



鶴川駅南地区「駅前有効活用エリア」街づくり方針（案）

３．土地利用の方針

駅前有効活用エリア 【参考】居住環境向上エリア（2019年度決定）

駅直近の立地特性を活かして、商業機能の集積等

によるにぎわいある土地利用を誘導し、都市拠点の

形成を図ります。

区画道路を整備するとともに、ゆとりある住

環境を誘導することにより、防災性や交通安全

性の高い良好な中低層住宅地を形成を図ります。

駅から連続したにぎわいと地域生活を支える機

能導入を推進し、沿道市街地の活力と魅力ある土

地利用を誘導します。

①駅前商業地区

②沿道商業地区

③周辺商業地区A

④周辺商業地区B

後背市街地の環境に配慮しながら、周辺住民の利

便性の向上に資する土地利用を誘導します。

後背の低層住宅地に配慮しながら、駅前商業地区

及び沿道商業地区を補完する機能の誘導を図ります。

⑤中低層住宅地区

⑥低層住宅地区

周辺の住宅地と調和した、良好な低層住宅

地の形成を図ります。

４．地区施設の整備方針

鶴川駅周辺は、『町田市都市づくりのマスタープラン』（2022年3月策定）において、「にぎわい

とみどりの都市拠点」に位置付け、交通機能を強化するとともに、商業、文化・交流、業務、居住など

の都市機能が集積した安全で利便性の高い拠点を形成することとしています。

しかし、本地区は道路等の都市基盤が未整備であり、都市拠点として適切な土地利用が図られていな

い状況です。

そのため、土地区画整理事業による道路等の都市基盤整備と併せて、駅南北の街を結ぶ自由通路を整

備することで、駅前のにぎわいと歩行者ネットワークの強化等を図ります。

２．鶴川駅南地区の目標

「にぎわいとみどりの都市拠点」にふさわしい活力と魅力あふれた街の実現を図ります

６．用途地域等の変更

変更前

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 近隣商業地域 商業地域

変更後

１．鶴川駅南地区の概要

駅前有効活用エリアの用途地域を変更します

鶴川駅南地区の街づくりは、2016年10月に市

が策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」におけ

る「安全で便利な交通と快適で賑わいのある駅前

空間」の実現のため、土地区画整理事業や駅の南

北を結ぶ自由通路整備等の計画を進めています。

鶴川駅南地区は、2019年8月に「鶴川駅南地区

地区計画」を都市計画決定し、地区の目指すべき

将来像等を定めました。

今後、鶴川駅南土地区画整理事業の進捗を踏ま

え、「駅前有効活用エリア」における具体的な地

区整備計画を定め、街づくりを推進します。

鶴川駅

５．建築物等の整備方針

建築物等に関するルールを定めて駅前にふさわしい街並みを誘導します

居住環境向上エリア

駅前有効活用エリア

鶴川駅

駅前商業地区・沿道商業地区は、「建築物

等の用途制限」、「建築物の敷地面積の最低

限度（100～150㎡を想定）」、「壁面の位

置の制限」を設定します。

周辺商業地区A・周辺商業地区Bは、 「建

築物等の用途制限」、「建築物の敷地面積の

最低限度（100㎡を想定）」、「容積率の最

高限度（200%を想定）」、「壁面の位置の

制限」を設定します。

2022年7月
説明会資料③
町 田 市

建蔽率80％、容積率300%を想定

①
②

③

④
⑤

⑥

鶴川駅

本地区に必要な施設として駅前広場・道路・公園を位置付けます

居住環境向上エリア
（2019年度決定）

駅前有効活用エリア
（今回変更箇所）

芝溝街道

鶴見川

鶴川駅

鶴見川

鶴見川

地区計画区域

※ 用途地域の変更に合わせて、町田市の用途地域等に関する指定方針・指定基準に基づき、高度地区、防火・準防火地域の変更も同時に行います。

※ 「駅前有効活用エリア」以外の用途地域等の変更はございません。

アクセス道路

（幅員約12m）

駅前広場

（面積約4,000㎡）

駅前のにぎわいと歩行者ネッ

トワークの強化を図ります。

防災性と交通安全性の向上を

図ります。

区画道路等

（幅員約4m～8m）

公園

（各面積約600㎡）

土地区画整理事業区域

地区計画区域

no scale

no scale

no scale

no scale no scale

no scale

本方針は、2016年10月に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」に位置付けた「駅前有効活用エリ

ア」の街づくりを具現化し、さらに街づくりを推進するために策定するものです。

既決定

【既決定】

既決定

※ 地区計画とは、地区特性を踏まえて、住民等と市が連携し、地区の目指す
べき将来像を都市計画に位置付けて街づくりを進める手法です。

※ 地区整備計画とは、地区計画に従って地区に必要となる道路や公園等の位
置や建築物等のルールを定めるものです。

鶴川駅

現在：建蔽率40％、容積率80%


